
国民健康保険税率について
～令和９年度の保険料県内統一に向けて～

滋賀県資料から一部抜粋

資料４



６５歳未満 ６５歳以上

世代間の一人当たり国民医療費の比較

１．国民健康保険を取り巻く現状
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国民医療費の推移
46.8兆円

(実績見込み）

（兆円）

増大する医療費 現役世代の負担増

20万円／年

75万円／年

約3.8倍

出典元：（厚労省）令和６年３月１９日全国国民健康保険主管課（部）長会議資料 出典元：（厚労省）令和３年度国民医療費の概況

医療保険制度を取り巻く現状

〇 増大する医療費 約46.8兆円（R4(実績見込み）、全国ベース）

〇 少子高齢化の進展による現役世代の負担増

〇 国保の構造的な課題（年齢構成が高く医療費水準が高い等） ※次ページ
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国保の構造的な課題

〇 年齢構成が高く、医療費水準が高い

〇 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の増加

〇 所得水準が低く、保険料負担が重い
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前期高齢者
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241千人
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分）」

出典元：（厚労省）「医療給付実態調査（令和３
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小規模保険者の増加

国保被保険者数（年度平均）の推移(滋賀県)
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356千円

１８6千円

１56千円

(R６.3末)

２41千人

（Ｒ6．３
末）

２６９千人

後期高齢者医療
制度への移行等に
より大きく減小

２９6千人

２76千人

被用者保険より
より約２倍高い
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本市の国民健康保険の現状

平成30年度末 令和元年度末 令和2年度末 令和3年度末 令和4年度末 令和5年度末

被保険者数 17,960 人 17,536 人 17,481 人 17,168 人 16,206 人 15,504 人

総人口 90,833 人 90,510 人 89,901 人 89,219 人 88,865 人 88,204 人

加入率 19.77% 19.37% 19.44% 19.24% 18.24% 17.58%

65歳以上被保数 8,642 人 8,631 人 8,833 人 8,715 人 8,193 人 7,839 人

65歳以上割合 48.12% 49.22% 50.53% 50.76% 50.56% 50.56%
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47.00%

48.00%

49.00%

50.00%

51.00%

52.00%
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17,000 人
18,000 人
19,000 人

平成30年度末 令和元年度末 令和2年度末 令和3年度末 令和4年度末 令和5年度末

【被保険者数の推移】

平成３０年度末と令和５年度末との比較では、２，４５６人減少
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

甲賀市 377,544 円 395,839 円 404,271 円 440,824 円 427,427 円

県平均 369,677 円 387,721 円 377,198 円 399,511 円 405,839 円

県内順位
（13市）

4 位 3位 2 位 1 位 2位

320,000 円

340,000 円

360,000 円

380,000 円

400,000 円

420,000 円

440,000 円

460,000 円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

甲賀市 県平均

【一人当たり医療費の推移】

平成３０年度と令和４年度との比較では、４９，８８３円増加



市町
国保特別会計

保険料 保険給付費 保険料 保険給付費

納付金 交付金

公費

・国庫負担金
・保険料軽減

等

収入

公費

・保険料軽減
等

公費

・国庫負担金
等

収入

収入

市町ごとに財政運営

NEW！

NEW！

県が財政運営の主体

NEW！
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支出

被保険者

県国保特別会計

支出

支出

２．国保制度改革（改革後の国保財政の仕組み）

改革前（～H29) 改革後（H30～)

被保険者

納付金を支払
うために徴収

保険給付費の
全額を交付

後
期
支
援
金

介
護
納
付
金



【現行】
市町が個別に保険料を設定

【保険料水準の統一】

所得割 ＊％
均等割 ▽円
平等割 ★円

所得割 ☆％
資産割 ×％
均等割 ■円
平等割 ◇円

所得割 □％
均等割 ×円
平等割 ◆円

所得割 ▲％
均等割 ☆円
平等割 ※円

・市町の財政状況等により各市
町の保険料は異なっている。

・県内のどこに住んでいても、
同じ所得、同じ世帯構成であれ
ば同じ保険料となる。

Ａ市

Ｃ町

Ｂ市

滋賀県

（Ａ市、Ｂ市、Ｃ
町）

「県内のどこに住んでいても同じ所得、同じ世帯構成であれば、同じ保険料 （税）」
（県内の各市町の保険料（税）率を統一すること）とします

３．保険料水準の統一について

【統一の定義】
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必要
保険料総額

納付金・標準保険料率の算定方法（滋賀県・令和６年度～）

同じ負担能力の市町
であれば同じ保険料

納付金算定

県全体の
納付金

算定
納付金

（共通経費）

医療給付費

等

（共通財源）

＋ −

国公費

等

按分基準

⓪医療費水準
①所得金額
②被保険者数
③世帯数
④収納率

個別経費 収納率

県全体の
納付金

標準保険料算定

個別財源

（徴収ベース）

統一標準
保険料総額

（賦課ベース）

納付金

（＝算定納付
金）

◎負担能力以外の差が
生じないように調整

負担能力に応じた負担能力に応じた

納付金

負担能力に応じた

【目指すべき基準
（仮）】

①県全体の
納付金を算

出

②市町へ負担能

力のみに応じて
按分

③市町個別の調整
（標準保険料） ④収納率で割り戻し
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必要
保険料

（納付金等を支払
うために集めなけ
ればならない保険

料）＋

標準保険料
（必要保険料を集めるため
に賦課すべき保険料）

市町における標準保険料の決め方

〇 算定納付金に市町個別の経費や公費を加減算し、必要保険料を算出する。

〇 必要保険料を収納率で割り戻し、賦課すべき保険料（標準保険料）総額を算定する。

算定
納付金

個別経費・保健事業費
等

個別公費

－ ・県２号
・保険者努力
等

各市町

収納
率

上記の標準保険料に、納付金の按
分時に用いた賦課割合や基礎数値
（所得金額・被保険者数・世帯数）
を反映して料率を算出

【公表ベース】



保険料水準の統一の時期について

令和６年度 令和９年度 令和12年度

（県）
標準保険料

（Ａ市）
保険料

（B町）
保険料

（円）

（年度）

移行期間（１１年度まで設
ける）

保
険
料
水
準
の
統
一

時
期

保険料水準の統一の時期について

令和８年度から子ども・子育て支援納付金
制度が創設 9
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【県が示す一人当たり標準保険料の推移】

令和３年度は国から県に交付される前期高齢者交付金の影響、令和４年度は県の剰余
金（約２２億円）の活用により、標準保険料が低く抑えられましたが、令和５年度以
降は増加しています。

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

110,247 円 119,227 円 117,642 円 107,851 円 110,793 円 124,498 円 132,651 円

95,000 円

100,000 円

105,000 円

110,000 円

115,000 円

120,000 円

125,000 円

130,000 円

135,000 円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
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【基金の保有状況の推移】

被保険者数の減少に伴い保険税収入は減少してきており、令和５年度は県に納める納
付金が大幅に増加したことから、多額の基金の活用が必要になり、基金保有額が大幅
に減少しました。

平成30年度末 令和元年度末 令和2年度末 令和3年度末 令和4年度末 令和5年度末

596,876 千円 457,594 千円 338,281 千円 351,057 千円 439,359 千円 218,874 千円

0 千円

100,000 千円

200,000 千円

300,000 千円

400,000 千円

500,000 千円

600,000 千円

700,000 千円

平成30年度末 令和元年度末 令和2年度末 令和3年度末 令和4年度末 令和5年度末



令和６年度市町保険料率（速報値）

（参考）県内１９市町の保険料率

保険料の賦課方式については、19市町全てが３方式を採用
※令和６年度から甲良町が３方式へ移行

（県医療保険課照会結果）
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 大津市 7 .10  -         2 8 ,5 0 0  19 ,2 0 0  2 .7 0 -         11,10 0  7 ,5 0 0  2 .6 0  -        11,10 0 5 ,4 0 0

 彦根市 6 .8 5  -         2 7 ,9 0 0  18 ,8 0 0  2 .6 8  -         10 ,7 0 0  7 ,2 0 0  2 .3 2  -        11,2 0 0  5 ,6 0 0 

 長浜市 6 .5 0  -         2 5 ,0 0 0  17 ,7 0 0  2 .9 5  -         11,6 0 0  8 ,10 0  2 .5 4 -        12 ,2 0 0  6 ,10 0 

 近江八幡市 7 .10 -         2 7 ,10 0  19 ,4 0 0  2 .6 9  -         10 ,6 0 0  7 ,4 0 0 2 .3 1  -        10 ,4 0 0 5 ,0 0 0

 東近江市 6 .4 0  -         2 6 ,3 0 0  18 ,4 0 0  2 .7 0  -         10 ,8 0 0  7 ,6 0 0  2 .4 0  -        12 ,4 0 0  6 ,3 0 0 

草津市 6 .0 0 -         2 5 ,10 0 17 ,9 0 0 2 .5 0 -         9 ,3 0 0 7 ,0 0 0 2 .10 -        10 ,7 0 0 5 ,5 0 0

 守山市 6 .5 7  -         2 9 ,0 8 6  2 0 ,6 7 0  2 .7 0  -         12 ,19 3  8 ,5 8 3  2 .3 5  -        12 ,7 2 0  6 ,3 3 0 

野洲市 6 .2 2 -         2 6 ,9 0 0 18 ,6 0 0 2 .2 7 -         9 ,7 0 0 7 ,10 0 2 .2 2 -        11,4 0 0 5 ,7 0 0

湖南市 6 .4 0 -         2 6 ,2 0 0 19 ,2 0 0 2 .2 0 -         8 ,9 0 0 6 ,8 0 0 1.9 0 -        9 ,9 0 0 4 ,9 0 0

 甲賀市 7 .0 0  -         2 4 ,5 0 0  2 0 ,0 0 0 2 .5 0  -         8 ,3 0 0  6 ,6 0 0  2 .3 0  -        10 ,0 0 0  6 ,3 0 0 

高島市 7 .10 -         2 6 ,10 0 19 ,6 0 0 2 .6 0 -         9 ,4 0 0 7 ,0 0 0 2 .4 0 -        10 ,7 0 0 5 ,6 0 0

 米原市 6 .0 4  -         2 5 ,6 0 0  17 ,7 0 0  2 .6 7  -         11,0 0 0  7 ,6 0 0  2 .3 0  -        11,8 0 0 5 ,8 0 0 

 栗東市 6 .3 7  -         2 7 ,6 0 0  18 ,9 0 0  2 .4 9  -         10 ,8 0 0  7 ,4 0 0  2 .0 3  -        11,7 0 0  6 ,0 0 0 

日野町 6 .4 0 -         2 1,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 .9 0 -         10 ,0 0 0 9 ,5 0 0 2 .15 -        10 ,5 0 0 6 ,5 0 0

 竜王町 6 .0 0  -         2 5 ,10 0  18 ,9 0 0  2 .5 0  -         10 ,2 0 0  7 ,6 0 0  2 .10 -        11,8 0 0  6 ,0 0 0 

 愛荘町 6 .11  -         2 4 ,0 0 0  18 ,0 0 0  2 .5 3 -         10 ,0 0 0  8 ,0 0 0  2 .11 -        11,0 0 0  6 ,0 0 0 

 豊郷町 7 .2 4  -         2 3 ,5 0 0  17 ,3 0 0  3 .3 1  -         10 ,5 0 0  7 ,7 0 0  2 .6 6  -        11,10 0  5 ,6 0 0 

 甲良町 6 .8 3  -         2 2 ,0 0 0 18 ,0 0 0 2 .4 2  -         8 ,0 0 0 6 ,0 0 0 2 .3 0  -        9 ,0 0 0 5 ,0 0 0

多賀町 6 .2 7 -         2 6 ,2 0 0 18 ,4 0 0 2 .5 5 -         10 ,6 0 0 7 ,4 0 0 2 .0 7 -        10 ,3 0 0 5 ,3 0 0

%

資産割

%

均等割

円

　据置…６市町、引上()…１３市町、引下()…０市町

後期高齢者支援金分

円 円 % % 円 円%

医療給付費分

保険者名 平等割

円

所得割 資産割 均等割 平等割

介護納付金分

所得割 資産割 均等割 平等割

%

所得割



（参考）保険料水準の統一に向けた本市保険料の立ち位置

甲賀市 -18,773 

-30,000

-27,000

-24,000

-21,000

-18,000

-15,000

-12,000

-9,000

-6,000

-3,000

0

●県における剰余金の活用額が少な

く、いずれの市町も県が定める標準
保険料を下回っています。

●本市では令和６年度に国保税率を

引き上げましたが、県が定める標準
保険料に比べると18,773円乖離して
います。（県内13市中6番目に乖離幅
が大きい）

令和6年度一人当たり統一標準保険料

市
町
保
険
料
の
立
ち
位
置

（円）

13



令和６年度市町保険料額（速報値）

（参考）県内市町＋保険料統一後の大阪府・奈良県の保険料額比較

モデル世帯での試算による比較
※モデル世帯：40歳代の夫婦と子供1人（就学児）の世帯。夫の所得：営業所得300万円、妻の所得なし。

（県医療保険課照会結果等）
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保険者名 令和6年度税額
所得に占め
る割合

保険者名 令和6年度税額
所得に占め
る割合

➚ 甲賀市 454,500 15.2% ➚ 米原市 447,400 14.9%

➚ 大津市 491,600 16.4% ➚ 栗東市 450,600 15.0%

➚ 彦根市 474,200 15.8% 日野町 444,100 14.8%

➚ 長浜市 474,100 15.8% ➚ 竜王町 434,300 14.5%

➚ 近江八幡市 476,500 15.9% ➚ 愛荘町 432,200 14.4%

➚ 東近江市 463,700 15.4% ➚ 豊郷町 494,100 16.5%

草津市 427,300 14.2% ➚ 甲良町 433,700 14.5%

➚ 守山市 483,300 16.1% 多賀町 441,800 14.7%

野洲市 439,100 14.6% （参考）滋賀県 520,700 17.4%

湖南市 425,700 14.2% （参考）大阪府 616,900 20.6%

高島市 470,900 15.7% （参考）奈良県 537,600 17.9%

★県内市町の比較では、本市は13市中８番目
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Ｒ５税率 Ｒ６改正税率

所得割
被保険者
均等割

世帯別
平等割

所得割
被保険者
均等割

世帯別
平等割

備 考

医療 6.8% 23,600 20,000 医療 7.0% 24,500 20,000
平等割は県内でも高い。
据え置き。

支援 2.4% 7,500 6,300 ⇒ 支援 2.5% 8,300 6,600
平等割は県内でも低い。
引き上げ。

介護 2.1% 9,600 6,600 介護 2.3% 10,000 6,300
平等割は県の示す標準
保険料より高い。
引き下げ。

Ｒ５税率からの増減

※介護は、４０歳～６４歳までの被保険者から徴収。

所得割 均等割 平等割
【参考】県が示すＲ６標準保険料

医療 0.2% 900 0 所得割
被保険者
均等割

世帯別
平等割

支援 0.1% 800 300 医療 7.42% 31,432 21,721

介護 0.2% 400 ▲ 300 支援 2.91% 12,030 8,314

介護 2.47% 12,632 6,238

現行の税率および県が示す標準保険料との比較



16

モデルケース（条件）
Ｒ６

現行税額
標準保険料での

試算
乖離幅 乖離率

Ａ ２人（６５歳以上）、
所得なし（年金１１０万円）７割軽減

27,600 35,000 7,400 26.81%

Ｂ ３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
所得なし（給与５５万円）７割軽減

45,200 57,500 12,300 27.21%

C ２人（６５歳以上）、
夫所得９０万円（年金２００万円）
妻所得なし（年金８０万円） ５割軽減

90,700 106,900 16,200 17.86%

D ３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
所得１６７万円（給与収入２５０万円）

267,300 312,200 44,900 16.80%

E ３人（３０歳代夫婦と子１０歳）、
事業所得２５０万円

321,600 374,200 52,600 16.36%

F ３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
所得２３７万円（給与収入３５０万円）

380,200 440,100 59,900 15.75%

G ３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
事業所得３００万円

454,500 520,700 66,200 14.57%

H ３人（４０歳代夫婦と子１０歳）、
所得６１０万円（給与収入８００万円）

820,300 917,600 97,300 11.86%

【Ｒ６県標準保険料による年税額シミュレーション】



【国民健康保険税の課税限度額の見直し及び軽減判定所得の見直し】

※厚生労働省資料より抜粋

2割軽減

７割軽減
5割軽減

令和６年度改正
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５．今後のスケジュール

令和７年度保険税率改定スケジュール

時期
（目安）

主な検討項目

運営協議会の予定 市・県における保険税率改定のプロセス

10月
・ 第２回運営協議会

令和７年度保険税率の方向性に係る協議

11月 ・ 任期満了に伴う委員改選
・ 県からの仮算定結果の報告
・ 仮算定結果を基に本市の標準保険料率の試算

12月
・ 第３回運営協議会

仮算定での標準保険料率による協議

１月
・ 県からの本算定結果の報告

※ 令和７年度の納付金および標準保険料率が確定

２月
・ 第４回運営協議会

本算定での標準保険料率の諮問
・ 本算定結果を基に本市の標準保険料率の試算
・ 議会へ保険税率改定に係る議案提出

３月 ・ 令和７年度保険税率の決定

仮算定
（10月下旬～11月中旬）

本算定
（12月下旬～１月中旬）
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